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評価結果報告書のひな形改訂版 
～評価に携わる医師等のための評価の視点・判断基準マニュアル（案）を参考に～ 
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※１ 法的判断を行うものではなく、当事者の責任追及につながるような文言（「誤

りであった」「落ち度があった」「問題がある」「判断が甘かった」など）を用

いるときには、何故そのように判断したのかについての医学的判断の根拠及

び根拠のレベルをきちんと示す必要がある。 

※２ 医学的判断を行うものとはいえ、遺族にそのまま渡すことを念頭に置いた言

葉選びを心がける必要がある。（名称や敬語などの用い方について、遺族感情を

配慮した医学的評価に相応しい内容になっているか確認すること。） 

※３ 医学的評価として、他の医療者が読んで活用できる内容とすること。また、

行われた医療評価が適切であったかどうかという評価が、遺族に伝わる内容

としておくこと。（行った診断や医療行為について妥当だったのかどうかという評

価に関する情報を過不足無く記載すること。） 

※４ 医学的評価として評価者の視点を一定に保つこと。（①診療行為の評価を行う

際には診療や手術等の行われたその時点における評価を行い、②再発防止に向けて

臨床経過を振り返って今後の医療の安全の向上のために取り得る方策について提

案する場合は、「諸提言」の章に記載すること。） 

※５ 読みやすさにも配慮した体裁とすること。（①字体、文字の大きさ、行間、字

間などの体裁。②誤字・脱字。③ひな形に沿った構成。④英文略語は最小限に留め、

日本語で書ける内容は日本語で記載。⑤検査値は正常値を記載すると共にできるだ

け数値に対する判断も記載する。⑥薬剤名は原則として商品名で記載するが最初に

一般名を括弧内に示しなるべく簡単な説明をつけること。⑦同じことを示す用語の

統一。） 

※６ 事例によって分量に違いはあり得るが、１０枚～２０枚程度に収まることが

望ましいと考えられる。 

※７ 評価結果報告書に加えて、要点をまとめた「評価結果報告書の概要」を作成

し添付する。この概要は一般公表するものであり、作成に当たって遺族、医

療機関の個人情報の漏洩がないように十分配慮する。（添付の「概要版作成の手

引き」参照）報告書本体においても個人を識別できる情報については必要最小限に

留める。 
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